
船舶事故等調査報告書 

平成２１年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第２８号 

事故等名 引船第八喜代丸被引はしけ早一号漁業施設損傷 

発生年月日時刻 平成２０年１２月１１日１８時３０分ごろ 

発生場所 姫路港広畑区 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月１３日 神戸・地方事故調査官が、海難報告書を入手し、１

月１５日船長に損傷状況を照会し、回答書を入手 

        平成２１年１月２６日第八喜代丸運航管理者から損傷状況を口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第八喜代丸 １９トン  Ｂ はしけ 早一号 ６１０トン 

  ２５０－３３９８２          大１－０７５２ 

  個人所有              個人所有 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部の擦過傷 

  岸壁の漁業施設損傷 

事故等の経過 Ａ船はＢ船を曳航して阪神港大阪区を発し、姫路港広畑区の広畑工場岸壁に接岸作

業中、平成２０年１２月１１日１８時３０分ごろ、強風により、Ｂ船の左舷船首部が、同

岸壁の漁業施設に接触した。 

その結果、Ｂ船の左舷船首部に擦過傷、岸壁に設置されていた漁業施設が損傷し

た。 

天候は晴で、西北西、風力５の風が吹いていた。 

 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

Ａ船は、強風を受けた際の操船を適切に行わなかった可能

性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船を曳航して接岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わ

なかったため、Ｂ船が漁業施設に衝突したことにより発生した可能性があると考えら

れる。 

その他の事項 なし 

 




